
○伊万里市特別支援学校留守家庭児童クラブ条例 

平成２０年３月２７日 

条例第３号 

改正 平成２３年３月２４日条例第１４号 

平成２８年３月２５日条例第１４号 

（設置） 

第１条 本市は、佐賀県立伊万里特別支援学校（以下「特別支援学校」という。）

に就学している児童又は生徒であって、その保護者が労働等により昼間家庭にい

ないものに適切な遊び及び生活の場を提供し、児童又は生徒の健全な育成を図り、

保護者の子育てを支援するため、伊万里市特別支援学校留守家庭児童クラブ（以

下「児童クラブ」という。）を設置する。 

（平２３条例１４・一部改正） 

（名称及び位置） 

第２条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

伊万里市特別支援学校留守家庭児童クラブ 伊万里市大坪町丙１４２７番地 

（入所の要件） 

第３条 児童クラブに入所できる者は、特別支援学校に就学している次の各号のい

ずれかに該当する児童又は生徒とする。 

（１） 小学部１学年から高等部３学年までの者で、保護者が労働等により昼間

不在である家庭の児童又は生徒 

（２） その他市長が特に必要があると認めた者 

（平２３条例１４・一部改正） 

（入所の許可） 

第４条 前条に規定する児童又は生徒（以下「児童等」という。）の保護者は、当

該児童等を児童クラブに入所させようとするときは、あらかじめ市長の許可を受

けなければならない。 



（許可の制限） 

第５条 市長は、児童等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童ク

ラブへの入所の許可をしないことができる。 

（１） 感染性疾患を有するとき。 

（２） 身体虚弱で児童クラブでの保育が困難なとき。 

（３） その他管理上支障があるとき。 

（入所許可の取消し等） 

第６条 市長は、入所の許可を受けた児童等が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、当該児童等の入所の許可を取り消し、又は利用を制限することがで

きる。 

（１） 第３条に定める要件に該当しなくなったとき。 

（２） 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

（利用料の徴収） 

第７条 市長は、児童クラブに入所している児童等の保護者（以下「納入義務者」

という。）から、利用料を徴収する。 

（利用料の額） 

第８条 前条の規定により市長が徴収する利用料の額は、児童等１人につき日額３

００円とし、１月の利用料が３，０００円を超える場合は３，０００円とする。

ただし、同一世帯から２人以上の児童等を同時に入所させている場合は、２人目

以降の児童等については１人につき日額１５０円とし、１月の利用料が１，５０

０円を超える場合は１，５００円とする。 

（利用料の納期） 

第９条 利用料は、月を単位として、利用日数に応じて徴収するものとし、納入義

務者は、当該月分の利用料を翌月の末日までに納入しなければならない。 

（平２８条例１４・一部改正） 

（利用料の返還） 

第１０条 既に納めた利用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると



認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。 

（利用料の減免） 

第１１条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減免することがで

きる。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２０年６月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２４日条例第１４号） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２５日条例第１４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第９条の規定は、平成２８年度以後の年度分の利用料について適用す

る。 

 



○伊万里市特別支援学校留守家庭児童クラブ条例施行規則 

平成２０年３月２７日 

規則第７号 

改正 平成２３年３月２４日規則第７号 

平成２３年１２月２８日規則第３７号 

平成２６年３月２６日規則第１０号 

平成２９年７月２６日規則第２２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊万里市特別支援学校留守家庭児童クラブ条例（平成２０年

条例第３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（定員） 

第２条 児童クラブの定員は、２０人以内とする。 

（平２３規則３７・平２６規則１０・一部改正） 

（開所時間） 

第３条 児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要が

あると認めたときは、これを変更することができる。 

（１） 特別支援学校の授業日である日 午後１時３０分から午後６時まで 

（２） 特別支援学校の休業日である日 午前８時から午後６時まで 

（平２３規則７・平２３規則３７・一部改正） 

（休所日） 

第４条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があ

ると認めたときは、これを変更することができる。 

（１） 日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３） ８月１３日から８月１５日までの日及び１２月２９日から翌年の１月３

日までの日 



（入所の申込み） 

第５条 条例第４条の許可を受けようとする者は、特別支援学校留守家庭児童クラ

ブ入所申込書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（入所の決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、入所の可否を

決定し、特別支援学校留守家庭児童クラブ入所決定通知書（様式第２号）により

保護者に通知するものとする。 

（利用の申込み） 

第７条 前条の規定により入所の決定を受けたものは、原則として、児童クラブを

利用する月の開所日初日から５日前までに利用する月１か月分の特別支援学校留

守家庭児童クラブ利用申込書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（利用の決定及び通知） 

第８条 市長は、前条の申込みがあったときは、他の利用希望者との調整等を行っ

た上で、速やかに利用日を決定し、保護者に通知するものとする。 

（退所） 

第９条 児童等を児童クラブから退所させようとする保護者は、あらかじめ特別支

援学校留守家庭児童クラブ退所届（様式第４号）を市長に提出しなければならな

い。 

（届出） 

第１０条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長

に届け出なければならない。 

（１） 児童等又は保護者の氏名、住所、連絡先等に異動があったとき。 

（２） 児童等の一身上に事故等があったとき。 

（３） その他市長において特に必要があると認めたとき。 

（利用料の減免） 

第１１条 条例第１１条の規定による利用料の減免は、次の各号に定めるとおりと

する。 



（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の適用を受ける世帯 利用料

の全額 

（２） 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 利用料の半額 

（３） その他市長が認める世帯 市長が認める額 

２ 前項第２号に規定する市町村民税の額については、４月から６月までの間は前

年度分とするものとする。 

（平２３規則３７・一部改正） 

（利用料の減免申込み） 

第１２条 利用料の減免を受けようとする保護者は、特別支援学校留守家庭児童ク

ラブ利用料減免申込書（様式第５号）に必要な書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、減免の

可否を決定し、特別支援学校留守家庭児童クラブ利用料減免可否決定通知書（様

式第６号）により保護者に通知するものとする。 

３ 前２項の申込みに基づく利用料の額の変更は、当該申込みがあった月の翌月か

らとする。 

（補則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２０年６月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２４日規則第７号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月２８日規則第３７号） 

この規則は、平成２４年１月１日から施行する。ただし、第２条及び第１１条の

改正規定は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２６日規則第１０号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



附 則（平成２９年７月２６日規則第２２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

（平２３規則３７・一部改正） 

様式第５号（第１２条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第６号（第１２条関係） 
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